
グループホームおあしす・はぴねす 

 

令和 7年度 地域連携推進会議 議事録 

 

令和 8年 2月 2日（月） 

13時 00分～14時 30分 

場所：グループホームはぴねす 談話室 

〇出席者 

・ 町内会長  ・ 天童市社会福祉課職員 ・  相談支援専門員 

・ 入居者代表 ・ 入居者家族代表    ・  職員 4名       計 9 名 

〇趣旨説明 

地域連携会議の目的・内容・効果 

目的…事業所と地域との連携 

内容…会議の開催・構成員の施設訪問（年１回以上開催） 

効果…利用者 → 質の高い支援 事業所 → 地域で運営がしやすくなる 

 

構成員の役割 

今回会議に参加いただいた方を構成員として選定。施設を訪問していただき、施設の環

境や利用者の様子をご確認いただく。また、会議に出席していただき情報共有や意見交

換を行う。 

それぞれ資料に沿って説明。 

 

 

≪意見交換≫ 

Ｑ：この施設を建てる時、地域では小学校の目の前のため反対意見が多かったが、現在

の状況をみて安心して生活できている。利用者の方はごみ捨ての時もちゃんと挨拶

してくれている。 

Ａ：安心して過ごせているのも地域の方のご協力があってこそで、こちらとしてもとて

も助かっている。 

Ｑ：日中よくワゴン車が来ているのをみかけるが何かの送迎なのか。 

Ａ：入居者の方は平日の日中にそれぞれ作業所やデイケアに行くことで生活リズムを整

えられるようにしている。その行先より現在の利用者全員が送迎していただけてい

る。 

 

〇事業所紹介 

パンフレットにて事業所を説明 

当施設に入居後、アパートに入居された方や一軒家に入居された方もある。施設の利用

料金は、補助もあり月 55,000円となっている。水光熱費等は、お預かりした金額に満

たない場合があり、年一回の精算時に返金という形でお返ししている。 



先程話した通り、利用者は送迎でそれぞれデイケアや作業所へ通っている。 

帰宅後は自由時間もあり、21時からは就寝をお願いしており、同時間に夜間世話人が見

まわりで施設を訪問し火元や異常確認を行っている。自室内の家具等も自分の好きなも

のを自由にご利用いただけるようにしており、安心して過ごしていただくことができて

いる。 

 

 

≪意見交換≫ 

Ｑ：以前は社員寮→自車校寮であったため施設や設備が古いのは仕方ない。 

Ａ：施設が古くなっているため、不具合があった場合都度直すよう対応している。 

おあしすについてはキッチンはガスコンロを使用しているが、はぴねすはオール電

化で IHキッチンを建設したため、はぴねすの開所当初、両施設兼任していた世話

人は設備の違いに戸惑っていたが、現在はそれぞれの施設を専任で働いていただけ

ている。 

Ｑ：世話人の数は何人いるのか。 

Ａ：両施設合わせて 6名いる。現在 3名ずつでシフトを組ませていただいている。 

Ｑ：施設の掃除はどのようにしているのか。 

Ａ：入居者で役割分担して、共有スペースの掃除を行っている。 

Ｑ：自立した生活でアパート等に引っ越される場合の手伝い等は行っているのか。 

Ａ：基本的にご本人とご家族で行なっていただくが、以前住まわれていた方で一軒家を

探す手伝いや現地訪問の同行等は付き添い行なったこともある。引っ越しについて

は、ご本人や家族がやれる範囲はお任せしている。 

Ｑ：共同生活を行っていく上でのルールはあるのか。 

Ａ：利用者の方には重要事項説明書を渡している。その他に施設内のルールとして飲酒

は控えていただいている。また、部屋の中ではカセットコンロやたばこなど、火を

使わないようにお願いしている。そのため、外に喫煙所を設け、火事の予防に努め

ている。今の状況をみるとたばこを吸われる方も減ってきている印象を受ける。夜

間の外出も無断外出はお断りしている。他にも地域に住むための一般的なルールは

守るよう話はしている。以前はデイケアに参加されていた利用者様も利用できる喫

煙所が病院にもあったが、全面禁煙を行った影響が利用者の方にも影響があったの

かもしれない。 

Ｑ：出来た当初は小学校の目の前であったため、子供が面白がって入ったりしないか不

安はあったが、現在の状況を見てみると安心して生活できている。 

Ａ：おあしす開設後、年月がたち、あたかかく見守って頂きながらどんな人がすんでい

るのか、少しずつ理解を深めていただけたおかげだと思っている。実際に利用する

際は、利用証等が必要でもある。実際施設内をみていただく機会となり、ぜひ感想

を伺いたい。 

Ａ：この会議は今年度より行なわれることとなって、今まで中を見る機会がなかった

が、こちらの立場的に貴重な機会で非常にありがたい。また、施設を見学してみて



自分でできることは自分でしているのがすごい印象的。 

Ｑ：世話人の方の勤務時間は決まっているのか。 

Ａ：おあしすは 7:10～10:10と 15:00～19:00、はぴねすは 7:10～9:10 と 16:00～19:00

の勤務時間となっている。おあしすの勤務時間は利用者数が多いため、おあしすの

世話人のほうが時間は長くなっている。 

Ａ：(利用していて)休みの日は友達に会えたり、帰ってきたときのご飯があたたかくて

楽しみにしている。 

Ｑ：世話人の方が帰った後、利用者の中に具合が悪い方がいたら、どのように対応され

ているのか。 

Ａ：まずは家族に状態について相談していただくこと、当院へ受診いただいている方は

病院に連絡し看護師が電話対応している。当院へ来ていない方については、世話人

から管理者に逐一連絡がある。夜間世話人が 21時に見回りした際、具合が悪い利

用者の方が談話室で待機している場合もあり、その際は夜間世話人から病院へ連絡

し、状況説明と対応について確認し利用者に伝えている。それでも具合が悪い方

は、翌日受診していただくようにしている。 

 

〇質疑応答 

次年度の会議の開催時期はいつ頃行うか 

 

・地域の行事的には 3・4・9 月は忙しい。10月頃だと比較的空いている。 

・町内会長は 2年間が任期で、次年度は別の方に変わる予定。 

・時期に関して、今回が初めての開催で、かつ当施設の監査の年でもあり、監査で実施

について確認をしてからと考えていたため、2月の開催となってしまった。来年度は

皆様の都合をお聞きし開催したいと考えている。 

・来年度に関しては、次期町内会長の方と日程調整を行いたいと思っている。 

 

 

≪見学の様子≫                ≪会議の様子≫ 

 

 

 


